
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年７月５日

【発行者名】 みずほ投信投資顧問株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　田　中　　愼　一　郎

【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目５番27号

【事務連絡者氏名】 商品開発部長　　三　木　谷　　正　直

連絡場所　東京都港区三田三丁目５番27号

【電話番号】 03-5232-7700

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名

称】

みずほブラックロック アジア債券ファン

ド

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 （1）当初募集額

上限1,000億円

（2）継続募集額

上限1,500億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年８月22日付をもって提出した有価証券届出書（平成25年６月14日付をもって提出した有価証券届

出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、販売会社の追加に伴

ない、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。

２ 【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　は訂正部分を示します。

第三部 【委託会社等の情報】

第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

名 称
資本金の額
(百万円)

事業の内容

(1) 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 247,369　銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律（兼営法）に基づき信託業
務を行っています。

(2) 販売会社 株式会社みずほ銀行
※ 700,000　銀行法に基づき監督官庁の免許を受

け、銀行業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社ブラックロック・ジャパン株式会社 2,435　「金融商品取引法」に定める投資運
用業、投資助言・代理業および第二種
金融商品取引業を営んでいます。

（注）資本金の額：平成24年９月末日現在

※　株式会社みずほ銀行は、平成25年７月１日付で株式会社みずほコーポレート銀行と合併する予定です。なお、存続会社は

株式会社みずほコーポレート銀行となりますが、商号は株式会社みずほ銀行となり、同日付の資本金は1,404,065百万円

となる予定です。

＜訂正後＞

名 称
資本金の額
(百万円)

事業の内容

(1) 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 247,369　銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律（兼営法）に基づき信託業
務を行っています。

(2) 販売会社 株式会社みずほ銀行 1,404,065
※ 　銀行法に基づき監督官庁の免許を受

け、銀行業を営んでいます。

みずほ信託銀行株式会社 247,369銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律（兼営法）に基づき信託
業務を行っています。

(3) 投資顧問会社ブラックロック・ジャパン株式会社 2,435　「金融商品取引法」に定める投資運
用業、投資助言・代理業および第二種
金融商品取引業を営んでいます。

（注）資本金の額：平成24年９月末日現在　※　平成25年７月１日現在
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